
例規（備）第 ５２ 号

平成１６年１０月１９日

各部長・参事官・所属長 殿

千 葉 県 警 察 本 部 長

千葉県警察儀じょう隊運用要綱の制定について

見出しの要綱を別添のとおり制定したので、運用上誤りのないようにされたい。

別添

千葉県警察儀じょう隊運用要綱

１ 趣旨

この要綱は、千葉県警察儀じょう隊(以下「儀じょう隊」という。)の運用について必

要な事項を定めるものとする。

２ 任務

儀じょう隊は、次に掲げる行事等において、と列及び儀じょうにより受礼者等に対し

て敬意を表することを任務とする。

（１）年頭視閲

（２）殉職者慰霊祭

（３）公葬

（４）警備部長が必要と認める行事等

３ 編成

（１）儀じょう隊は、警備部第一機動隊、警備部第二機動隊、警備部第三機動隊及び警備

。 。部成田国際空港警備隊（以下「機動隊」という ）の隊員により編成するものとする

（２）儀じょう隊の編成は、別表第１のとおりとする。

４ 隊員の指定

（１）機動隊の各隊長は、次の基準に該当する者の中から、儀じょう隊員(以下｢隊員｣と

いう ）としてふさわしい者を、儀じょう隊員推薦・補充報告書(別記様式第１号）。

により、警備部長に推薦するものとする。

ア 容姿端正で礼儀正しく、志操堅固な者

イ 均整のとれた体型の者

（２）警備部長は、儀じょう隊員推薦・補充報告書により推薦を受けたときは、候補者の

うちから適任と認める者を隊員に指定するものとする。

（３）機動隊長は、隊員の異動、長期入校及び療養等により隊員に欠員を生じたとき、又

は生じるおそれが認められるときは、速やかに隊員を補充するものとする。この場合

においては、儀じょう隊員推薦・補充報告書により、警備部長に報告するものとする。



５ 隊員の任期

（１）隊員の任期は１年とする。ただし、補充した隊員の任期は、前任者の残任期間とす

る。

（２）隊員は、再任することができる。

６ 運用

（１）儀じょう隊の運用は、警備部長が行う。

（２）儀じょう隊の派遣要請は、各所属長から警備部長に対し、原則として派遣要請日の

１か月前までに、儀じょう隊派遣要請書(別記様式第２号)により行うものとする。

（３）儀じょう隊の運用等に関する事務は、警備部警備課（以下「警備課」という ）で。

行うものとする。

７ 教養訓練

（１）隊員の訓練は、合同訓練及び機動隊別訓練とする。

（２）合同訓練は、協議により指定された機動隊長の指揮により行うものとする。

（３）機動隊別訓練は、各機動隊長の指揮により行うものとする。

（４）機動隊長は、訓練実施要領等を定め、原則として毎月１回以上訓練を実施するもの

とする。

（５）機動隊長は、儀じょう隊訓練実施計画（別記様式第３号 、儀じょう隊訓練実施結）

果報告書（別記様式第４号）を作成し、警備部長に報告するものとする。

（６）警備部長は、儀じょう隊の練度を高めるため、関係機関において隊員の研修を行わ

せることができるものとする。

８ 装備

隊員の服装及び必要な装備品は、別表第２のとおりとする。

９ 名簿の備付け

警備課及び機動隊に儀じょう隊員一覧表(別記様式第５号)を備え付け、隊員に関する

身分事項を管理するものとする。



別表第１

儀 じ ょ う 隊 編 成 表

警 部 補 巡査部長 巡 査 計
所 属

階 級

第一機動隊 １ １ ４ ６

第二機動隊 １ １ ４ ６

第三機動隊 １ １ ４ ６

空港警備隊 １ １ ４ ６

計 ４ ４ １６ ２４

第一分隊（第一機動隊）

第二分隊（第二機動隊）

隊 長

第三分隊（第三機動隊）

副 官

第四分隊（空港警備隊）

注１ 分隊運用の場合は、機動隊別運用とし、警部補を隊長とする。

２ ２個分隊以上を運用する場合は、先任警部補を隊長とし、他の警部補を副官と

する。



別表第２

儀 じ ょ う 隊 の 服 装

区 分 品 目 内 容

冬礼服（上衣・ズボン）

礼 服

夏礼服（上衣・ズボン）

冬礼帽

礼 帽 子

夏礼帽

白色帯革（金バックル）

帯 革

白色帯革（銀バックル）

けん銃入れ 白色けん銃入れ 交通用ホルスター（カバー付）

冬用礼肩章 冬礼服用礼肩章

礼 肩 章

夏用礼肩章 夏礼服用礼肩章

冬用飾緒（弔事脱） 冬礼服用飾緒

飾 緒

夏用飾緒（弔事脱） 夏礼服用飾緒

冬用ネクタイ シルバーグレー

ネ ク タ イ 夏用ネクタイ 薄紺色

黒色ネクタイ（弔事用） 黒色

以下様式省略


